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○一関市森林施業プランナー育成事業費補助金交付要綱 

令和４年３月31日 

告示第164号 

（目的） 

第１ 林業の担い手である林業経営体の経営力強化のため、森林施業の集約化及び森林経

営計画の作成を行う森林施業プランナーの人材育成を図る林業経営体に対し、予算の範

囲内で一関市補助金交付規則（平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。）及

びこの告示により補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 森林施業プランナー 森林施業プランナー協会が認定する森林施業プランナー資

格（以下「資格」という。）を有する者をいう。 

(2) 林業経営体 市内に主たる事務所を置く林業経営体で、かつ、次のいずれかに該当

する者をいう。 

ア 森林経営管理法（平成30年法律第35号）第36条第２項の規定に基づき、岩手県知

事から、岩手県意欲と能力のある林業経営体に登録された者 

イ 岩手県育成林業経営体の登録・公表実施要領（令和元年７月16日付け森整第185

号）に基づき、岩手県育成林業経営体に登録された者 

ウ 岩手県地域森林経営プラン認定要領（平成18年９月28日付け森整第652号）に基づ

き、地域森林経営プランの認定を受けた者 

エ 岩手県林業事業主改善計画認定要領（平成９年３月19日付け林振第1212号）に基

づき、林業事業主改善計画の認定を受けた者 

(3) 林業従事者 林業経営体に雇用され林業に従事する者であって、森林施業プランナ

ーを目指す者をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３ 補助金の交付対象者は、森林施業プランナーの人材育成を図る林業経営体とする。 

（補助対象経費の範囲） 

第４ 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、林業経営体が
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支出した次に掲げる経費とする。 

(1) 林業従事者の資格取得に係る受験料及び認定申請料 

(2) 林業従事者の資格取得に係る教材費 

(3) 林業従事者の資格取得に係る旅費（鉄道賃とし、グリーン車を除く。）及び宿泊料 

(4) その他市長が特に必要と認める経費 

（補助金の額） 

第５ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（１円未満切り捨て）とし、林業

従事者１人当たり５万円を限度とする。 

（補助事業に要する経費の配分及び内容の変更） 

第６ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する市長が定める軽微な変更は、補助金

の交付額の変更を伴わない変更とする。 

（申請の取下期日） 

第７ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領

した日から起算して15日以内とする。 

（提出書類及び提出期日） 

第８ 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。 

（補則） 

第９ この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

制定文 抄 

令和４年４月１日から施行する。 

別表（第８関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

森林施業プランナー育成事業費補助

金交付申請書 

第１号 別に定める。 

１ 事業計画書 第２号 

２ 事業計画内訳書 第３号 

規則第６条

第１項第１

号、第２号及

森林施業プランナー育成事業変更

（中止）承認申請書 

第４号 変更の事由の生じた日

から15日以内 

１ 事業計画書 第２号 
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び第３号の

規定による

書類 

２ 事業計画内訳書 第３号 

規則第13条

第１項の規

定による書

類 

森林施業プランナー育成事業費補助

金請求書 

第５号 別に定める。 

１ 事業実績書 第２号 

２ 事業実績内訳書 第３号 
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様式第１号（別表関係） 

様式第２号（別表関係） 

様式第３号（別表関係） 

様式第４号（別表関係） 

様式第５号（別表関係） 


